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１．平成27年度における取組

 各省連携によりAMEDを通じて医療機器開発を促進するため、複数の専門支援機関による開発支援体制を構

築し、我が国の高い技術力を生かし、技術シーズの創出と医療機器・システムの実用化へとつなげる研究開
発を行った。また、医療機器の承認審査の迅速化に向けた取組や、研究開発人材の育成も行った。

２．主要な成果

 医療機器開発支援ネットワーク：相談件数９３７件、このうち伴走コンサル件数は２８７件。

 「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」：軟性内視鏡手術システム等、
２１プロジェクトの技術開発を実施。

 「国産医療機器創出促進基盤整備等事業」では、東北大学病院等１１医療機関でニーズ抽出、
承認申請・知財・事業戦略等の講義を約５９０件実施。

３．今後の取組方針

 医療現場のニーズを踏まえた医療機器の開発・事業化
医療機器開発支援ネットワークの強化等を通じて、関係者の連携、
異業種参入や人材育成と合わせて、開発・事業化を加速。基礎的な研究
開発やその成果の活用の強化、疾患登録システム等の環境整備を推進。

 国内外の医療現場への販路開拓
相手国・地域のニーズに合った性能や価格水準などの実情を踏まえた
取組を展開。

2

１．オールジャパンでの医療機器開発

(１)世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策
１) 国が行う医療分野の研究開発の推進
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１．平成27年度における取組

 多様な公的保険外サービスへの期待が高まっていることを踏まえ、ヘルスケア産業が持続的・自立的
に創出されていくための環境整備を行った。

２．主要な成果

 産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を活用し、ヘルスケア産業分野で19件（平成26～28年度）
の個別事例について解消した。

 地域におけるヘルスケアビジネスの創出拠点となる「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置を
促進した。（平成28年３月末現在：全国５ブロック、15道府県、９市、合計27カ所で設置済）

 次世代のヘルスケア事業者を発掘・育成することを目的として、厚生労働省や日本医師会等ととも
に、ジャパン・ヘルスケア・ビジネスコンテストを開催。

３．今後の取組方針

 引き続き、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置を促進する。

 また、地域包括ケアシステム構築に向け、地域版協議会を核とした

医療関係者との連携強化、ファンドや地域資源の活用促進等に向けた

具体策を検討・実施していく。
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２．地域におけるヘルスケア産業の創出・育成

（２）健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進等に関する施策
１）健康･医療に関する新産業創出
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健康・医療戦略に係る経済産業省の主な取組

３．健康経営の推進・健康投資基盤の整備

（２）健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進等に関する施策
１）健康･医療に関する新産業創出

１．平成27年度における取組

 「健康」に対するニーズを拡大するとともに、健康に関する個人の行動の変容を図るため、企業の健
康経営の推進や、企業や保険者による健康･予防に向けた取組促進の基盤整備を行った。

２．主要な成果

 従業員等の健康を意識的に行っている企業等の情報開示・発信を後押しするため、経済産業省と東京
証券取引所が共同で「健康経営銘柄2016」を25社選定した。(平成28年1月)

 「企業による健康経営の情報発信に関する検討委員会」において、企業向けに、投資家等に響く健康
経営に係る情報発信の在り方について検討し、「情報発信の手引書」を取りまとめた。

 中小企業向け「企業の健康経営ハンドブック」を策定・公表した。(平成28年3月)

３．今後の取組方針

 今後は、中小企業や銘柄選定企業以外への展開が必要。

健康経営を行う企業の推進体制の整備や情報開示・発信を促進すると

ともに、中小企業等の取組を顕彰する制度（健康経営優良法人

認定制度）の創設や優遇措置の拡大を行っていく。

 検診・健康情報等を活用した予防事業の促進に向け、

個人の行動変容をもたらすサービスの実証を行っていく。 4

健康経営銘柄選定企業⼀覧



健康・医療戦略に係る経済産業省の主な取組

４．保険外サービスの見える化と質の確保

（２）健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進等に関する施策
１）健康･医療に関する新産業創出

１．平成27年度における取組

 利用者が適切に健康・予防サービスを選択・活用できる環境を整備するため、健康･予防サービスの品
質の見える化や質の確保に向けた、環境整備や検討を実施した。

２．主要な成果

 平成26年度の健康運動サービス等の品質評価の実証事業を踏まえ、平成27年4月より日本規格協会によ
る自主事業として、健康運動サービスに必要な「安全」・「効果」の担保等を認証する「アクティブ
レジャー認定制度」をスタートした。

 参加者に健康への関心を高めるきっかけを与えているかなどを審査・認証する
「ヘルスツーリズム認証制度」の平成28年度中運用開始に
向け検討会を設置し評価基準等を策定した。

 自治体等による保険外サービスの活用を促進するため、
平成28年3月、厚生労働省、農林水産省と共に
「保険外サービス活用ガイドブック」を策定した。

３．今後の取組方針

 アクティブレジャー認証制度、ヘルスツーリズム認証制度の
活用促進、また、両認証制度の連携を図っていく。
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保険外サービス活⽤ガイドブックのイメージ



健康・医療戦略に係る経済産業省の主な取組

５．官民ファンドによるヘルスケア産業の創出・育成に向けた支援

（２）健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進等に関する施策
２）ベンチャー企業等への成長市場における事業拡大等の支援

１．平成27年度における取組

 ヘルスケア産業の創出・育成に向け、官民ファンドと民間からの協調出資の促進を行った。

２．主要な成果

 各官民ファンドによって、ヘルスケア産業に対して、順調に投融資が実施されているところ。

• 地域経済活性化支援機構において、地域ヘルスケア産業支援ファンドを設立し（平成26年9
月）、ヘルスケア関連事業者に対し、平成27年度、８件の出資等を実施した。

• 中小機構において、健康医療分野のベンチャー企業や中小企業等へ資金供給するファンドに対
し、平成27年度、１件のLP出資※を実施した。

• 産業革新機構において、健康･医療分野の企業に対し、平成27年度、５件の出資を実施した。

３．今後の取組方針

 引き続き、各機関における投資等を促進するとともに、
民間と共同で出資することで成功事例を作り、官民で
協調しながら、健康･医療分野全体の産業全体の継続
的な活性化を図っていく。
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（※）民間の投資会社が運営する中小企業支援を行う投資事業有限責任組合（ファンド）
へ有限責任組合員（LP）として出資しているもの



健康・医療戦略に係る経済産業省の主な取組

６．ベンチャー・中小企業の医療機器産業への参入支援

（２）健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進等に関する施策
２）ベンチャー企業等への成長市場における事業拡大等の支援

１．平成27年度における取組

 ものづくり中小企業と医療機関等との医工連携により、医療ニーズに応える医療機器の開発・事業化
を推進。また、医療機器開発支援ネットワークにより開発段階から事業化に至るまで、切れ目ないワ
ンストップ支援を提供し、ベンチャー・中小企業等を支援する機関の連携体制を構築。

２．主要な成果

 「医療機器開発支援ネットワーク」は相談件数９３７件、このうち伴走コンサル件数は２８７件と大
きな反響。異業種からの相談が増加し、伴走コンサルの地方開催を開始した。ベンチャー・中小企業
からの相談は約６割を占める。

 医工連携事業化推進事業において異業種からの参入等を支援、例えば、自動車などの超微細・精密部
品の製造技術を活かした、低侵襲な単孔式内視鏡下手術に用いる微細鉗子（かんし）等の製品化を実
現。

３．今後の取組方針

 ユーザー評価への接続や情報収集等、異業種からの参入を支援する。

 地域における伴走コンサルの実施等を通じて、各地域での開発・
事業化支援を強化する。

 海外市場に精通した伴走コンサルの発掘等、海外市場への進出支援
を強化する。 7
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健康・医療戦略に係る経済産業省の主な取組

７．新産業の創出を推進するために必要な専門的人材の育成・確保等

（３）健康・医療に関する先進的研究開発及び新産業創出に関する教育の振興・人材の確保
等に関する施策
２）新産業の創出を推進するために必要な専門的人材の育成・確保等

１．平成27年度における取組

 ヘルスケア産業の創出・育成に向け、健康･医療分野の専門知識を持った人材の活用を促進した。

 文科省・厚労省の取組と連携しつつ、医療機器産業を担う人材に必要な知識・知見（規制面、技術
面、知財面等）を学習する場を設ける等を実施した。

２．主要な成果

 地域金融機関、経済団体、医師・看護師・薬剤師、管理栄養士等の専門人材との連携を強化するため
「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置を推進した。（27箇所：全国５ブロック、15道府県、
９市）

 地域支援機関及び企業における人材育成のため、伴走コンサルによる支援を通じたＯＪＴを実施し
た。また、医療機器開発のに実例を基に作成したケーススタディ教材を活用し、事業化人材セミナー
及び有識者による人材育成のための懇談会を実施した。

３．今後の取組方針

 引き続き、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置を促進し、地域金融機関、経済団体、ヘル
スケア関係専門人材等との協力体制構築を支援する。

 文科省・厚労省の取組と連携しつつ、我が国が強みを持つ高度な技術等を積極的に取り入れ、医療機
器開発につなげるリーダー人材・開発人材を育成する。
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